
 

鳥取県選挙管理委員会告示第９号 

昭和61年鳥取県選挙管理委員会告示第33号（不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定について）の

一部を次のように改正する。 

 

  平成24年４月27日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 相 見  愼 

 

改 正 後 改 正 前 

 

１ 略 

２ 老人ホーム 

施設名 所在地 

略 

特別養護老人ホー

ムよなご幸朋苑 

 

米子市上後藤三丁目７－

１ 

 略 

３及び４ 略 

 

 

１ 略 

２ 老人ホーム 

施設名 所在地 

略 

特別養護老人ホー

ムよなご幸朋苑 

米子市上後藤三丁目７－

１ 

ケアハウスよなご幸

朋苑 

米子市上後藤三丁目３－

３ 

略 

３及び４ 略 

備考 改正部分は、太線で囲まれた部分である。 


